
証券コード 6131
2020年６月11日

株 主 各 位
東京都品川区西五反田五丁目５番15号

取締役社長 武 藤 公 明

第94回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当社第94回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあ

げます。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、大規模集会自粛要請が継

続している状況にありますので、株主様にはご自身の健康状態にご留意のうえ、株主
総会への来場の要否をご判断いただきますよう、お願い申しあげます。

ご出席に代えて、書面により議決権を事前に行使することができますので、当社と
いたしましては書面による議決権の事前行使をお勧めいたします。つきましては、お
手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙
に議案に対する賛否をご表示のうえ、2020年６月25日（木曜日）午後５時30分までに
到着するようご送付いただきたくお願い申しあげます。

敬具

記

1. 日 時 2020年６月26日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都品川区西五反田五丁目５番15号

当社本店２階会議室
3. 目 的 事 項

報 告 事 項 1． 第94期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告
の内容及び連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査
等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

2． 第94期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類
の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続

の件

― 1 ―

2020年05月26日 14時09分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



4. 招集にあたっての決定事項
(1) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を
代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面の
ご提出が必要となりますのでご了承ください。

(2) 議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の３日前までに、議決権の不
統一行使を行う旨とその理由を書面により当社にご通知ください。

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
さいますようお願い申しあげます。
◎当社は軽装（クールビズ）にて実施させていただきますので、株主のみなさまにお
かれましても軽装でご出席くださいますようお願い申しあげます。
◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場
合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.hamai.com）に掲載させて
いただきます。

【ご注意】
本定時株主総会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、大規模集会

自粛要請が継続する中での開催となります。このため、当社といたしましては、以下
のとおり、例年と異なる対応をすることとなりますので、ご了承、ご協力をお願い申
しあげます。

1. 本定時株主総会の会場は、予定しております会場の封鎖等により、変更すること
があります。変更の場合は、はがきまたはインターネット上の当社ウェブサイト
（http://www.hamai.com）にてご通知申しあげます。

2. 本定時株主総会にご出席される場合は、マスクの着用をお願いいたします。着用
されない場合は、ご出席をお断りすることとなります。

3. 来場された株主様が体調不良と見受けられた場合は、ご出席をお断りすることと
なります。

4. 会場の座席間隔を広く確保するため、十分な座席数を確保できず、ご着席いただ
けない場合、またはご入場いただけない場合があります。

5. 以上のほか、総会日時点において必要な新型コロナウイルス感染症の感染防止策
を講じてまいります。
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(添付書類）

事 業 報 告

（2019年４月１日から
2020年３月31日まで）

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、米中貿易摩擦の拡大や英国のＥＵ離脱

の影響に加え、第４四半期連結会計期間には、中国をはじめ欧米諸国での新型コ

ロナウイルスの大流行による世界経済の急減速を受け、未曽有の危機に直面いた

しました。

こうした状況の下、当社グループは引き続き、新規販売先の獲得や売価の見直

し等の販売力強化、及び生産現場の体質改善や原価低減諸施策の実施等、生産性

向上にも積極的に取り組んでまいりました。

その結果、当連結会計年度の売上高は5,595百万円（前年同期比1.3％減）、営業

利益は416百万円（前年同期比97.5％増）、経常利益は384百万円（前年同期比

100.6％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は349百万円（前年同期比124.1％

増）となりました。

また、セグメント別では、当社グループは、１工場で工作機械の製造を行い、

販売するという単一事業を展開しております。

そこで、セグメント別の「工作機械事業」としては、上記のとおりですが、以

下「機種別」に市場動向、販売状況等を補足させていただきます。

①ラップ盤

デジタル家電向の設備投資は、国内外の半導体シリコンウエーハ加工用や光学

関連部品加工用の需要が堅調に推移し、中でも、直径300ミリ半導体シリコンウエ

ーハ加工用設備の売上が寄与しました。自動車部品加工用をはじめとする金属部

品加工用ファイングラインディングマシンの販売はやや伸び悩んだものの、Ｓｉ

Ｃなど新素材ウエーハ加工用が増加し、売上高は2,686百万円（前年同期比1.5％

減）となりました。
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②ホブ盤、フライス盤

ホブ盤では、国内の釣具関連向の需要は堅調に推移したものの、中国市場にお

ける各種減速機向歯車加工用、及び自動車関連部品加工用設備の需要が低迷し、

フライス盤においても国内外の需要が落ち込み、売上高は779百万円（前年同期比

42.1％減）にとどまりました。

③部品、歯車

半導体シリコンウエーハ加工用の消耗部品やガラスハードディスク基板等の光

学関連部品加工用の部品・消耗部品の販売が堅調に推移し、売上高は2,129百万円

（前年同期比33.7％増）と大幅に増加いたしました。

当事業年度の期末配当につきましては、３期連続黒字を計上できたものの、現

状の財務状況を踏まえ、誠に遺憾ではありますが、2020年５月15日の取締役会決

議により、見送りとさせていただくことになりました。

株主のみなさまには、ご迷惑をおかけしておりますが、全社一丸となり、収益

力の回復、財務体質の改善に努めてまいりますので、引き続き格別のご支援を賜

りますようお願い申しあげます。

次に機種別受注高及び売上高は下記のとおりであります。

機種別受注高及び売上高

機 種 受 注 高 売 上 高

千円 千円

ラ ッ プ 盤 1,240,665 2,686,520

ホ ブ 盤 667,010 716,660

フ ラ イ ス 盤 4,300 62,900

部 品 1,771,403 2,097,295

歯 車 34,443 32,443

合 計 3,717,821 5,595,819
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(2) 設備投資の状況

当連結会計年度に実施した設備投資の総額は320百万円であり、その主なもの

は、機械及び装置280百万円であります。

(3) 資金調達の状況

当社は資金の機動的かつ安定的な調達に向け、2019年９月に取引金融機関５行

と総額1,466百万円のシンジケーション方式によるコミットメント契約を締結いた

しました。

なお、当連結会計年度末における借入実行残高は1,466百万円であります。
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(4) 対処すべき課題

当社グループの中長期的に取り組むべき課題は、以下のとおりであります。

①販売体制及びテクニカルサービス体制の拡充

現在、現地法人を置いている中国に続き、台湾、ベトナム等のアジア市場、及

び北米市場等の新しいマーケットにおいて、テクニカルサービス体制の構築を含

む有力代理店網の組成に取組中であります。

②お客様のニーズに沿った新製品の開発、ならびに既存製品の改良改善

新型ホブ盤、モジュール型ホブ盤、自動装置付金属部品加工用ファイングライ

ンディングマシン等の新製品を自動車部品、ロボット関連部品、減速機向歯車等

の加工用としてマーケットに投入し、積極的な販売展開をはかってまいります。

③海外営業部門・技術部門の人材拡充と営業・生産現場における人材の育成

海外営業部門への営業部員増強と技術部門への人材投入は、継続して実施して

おります。技術部の新型機開発力の増強のため、設計業務の一部外部委託も進め

ております。併せて技術・技能（含むノウハウ）の伝承、若手人材の育成につい

ても積極的に取り組んでまいります。

④適正な製品売価の見直し、及び原価低減諸施策の実施による収益力の向上

原価低減、特に固定費の削減については、常に取り組んでおり、一定の成果が

上がってきております。今後は、現在取組中の「工場体質改善プロジェクト」を

強力に推進し、より一層の生産性向上に取り組み、安定した収益を確保できるよ

うに注力してまいります。

⑤環境への負荷の少ない企業活動を通じた企業価値の向上

環境ＩＳＯの活動をさらに推進し、ＣＳＲ活動にもつなげて拡大することによ

って、企業価値の向上を実現してまいります。

株主のみなさまにおかれましては、今後ともより一層のご指導とご支援を賜り

ますようお願い申しあげます。
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(5) 財産及び損益の状況の推移

①企業集団の財産及び損益の状況

区 分
第91期

(2017年３月期)

第92期

(2018年３月期)

第93期

(2019年３月期)

第94期
(当連結会計年度)
(2020年３月期)

(千円)

受 注 高 4,656,220 7,308,146 8,662,246 3,717,821

(千円)

売 上 高 3,604,725 5,185,180 5,667,938 5,595,819

(千円)

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 ま た は
親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失(△)

△732,696 140,622 156,204 349,981

(円)

１株当たり当期純利益
または当期純損失(△)

△21.28 40.85 45.38 101.69

(千円)

総 資 産 6,282,493 6,867,847 6,622,527 8,251,800

(千円)

純 資 産 571,294 772,097 845,730 1,211,095

(注) 1. 「１株当たり当期純利益または当期純損失（△）」は、期中平均発行済株式数から期中平均
自己株式数を控除して算出しております。

2. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等
を第93期の期首から適用しており、第92期に係る総資産については、当該会計基準等を遡
って適用した後の金額となっております。

3. 2018年10月１日付で普通株式10株につき普通株式１株の割合で株式併合を実施しておりま
す。第92期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益を算定して
おります。
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②当社の財産及び損益の状況

区 分
第91期

(2017年３月期)

第92期

(2018年３月期)

第93期

(2019年３月期)

第94期
(当事業年度)
(2020年３月期)

(千円)

受 注 高 4,638,470 7,280,410 8,625,316 3,708,787

(千円)

売 上 高 3,586,974 5,157,444 5,631,009 5,586,784

(千円)

当 期 純 利 益 ま た は
当 期 純 損 失(△)

△731,745 122,327 146,239 371,930

(円)

１株当たり当期純利益
または当期純損失(△)

△21.25 35.54 42.49 108.06

(千円)

総 資 産 6,256,590 6,830,121 6,579,733 8,223,915

(千円)

純 資 産 556,151 742,547 811,201 1,200,705

(注) 1. 「１株当たり当期純利益または当期純損失（△）」は、期中平均発行済株式数から期中平均
自己株式数を控除して算出しております。

2. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等
を第93期の期首から適用しており、第92期に係る総資産については、当該会計基準等を遡
って適用した後の金額となっております。

3. 2018年10月１日付で普通株式10株につき普通株式１株の割合で株式併合を実施しておりま
す。第92期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益を算定して
おります。
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(6) 重要な親会社及び子会社の状況

①親会社との関係

該当事項はありません。

②重要な子会社の状況

会 社 名 資本金 当社の出資比率 主要な事業内容

哈 邁 机 械 商 貿 （上 海） 有 限 公 司 50,000千円 100％ 工作機械事業

ハマイエンジニアリング株式会社 10,000千円 100％ 工作機械事業

(7) 主要な事業内容

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び連結子会社（哈邁机械

商貿（上海）有限公司、ハマイエンジニアリング株式会社）の計３社で構成され、

ラップ盤、ホブ盤、フライス盤、レンズ加工機、マシニングセンタ、その他の工

作機械の製造販売を行っております。

事業分野においては、工作機械に関する単一の事業分野であり、主要な製品の

用途及び販売先主要業種は、次のとおりであります。

中国上海の哈邁机械商貿（上海）有限公司は、中国市場において当社の製品販

売と修理等のテクニカルサービス業務を行っております。

なお、ハマイエンジニアリング株式会社は、現在、休眠中であります。

機 種 用 途 販売先主要業種

ラ ッ プ 盤 精密研磨加工
半導体ウエーハ・ガラスハードディスク基
板・水晶振動子・各種光学部品材料等の加工
業及び製造業、自動車部品加工業

ホ ブ 盤 歯車切削加工
自動車部品加工業、減速機・電動工具・釣
具・ＯＡ機器等の製造業

フ ラ イ ス 盤 鋼材等の加工 金型製造業

レ ン ズ 加 工 機 レンズ加工
デジタルカメラ・カメラ付携帯電話向等のレ
ンズ製造業及び加工業

マシニングセンタ
金型加工・自動
車等の部品加工

金型製造業、自動車部品加工業
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(8) 主要な営業所及び工場等

①当社

名 称 所在地

本 社 東京都

東 京 営 業 部 東京都

東日本営業部 栃木県

大 阪 支 店 大阪府

足 利 工 場 栃木県

②子会社

会 社 名 所在地

哈邁机械商貿（上海）有限公司 中 国

ハマイエンジニアリング株式会社 東京都

(9) 従業員の状況

①企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

104名(42名) ４名減(２名増)

(注) 1. 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当
社グループへの出向者を含む就業人員数であります。

2. 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員（１日８時間換算）であります。
3. 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いておりま

す。

②当社の従業員の状況

従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

92名(42名) ４名減(２名増) 40.3歳 15.7年

(注) 1. 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数
であります。

2. 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員（１日８時間換算）であります。
3. 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いておりま

す。
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(10) 主要な借入先

借 入 先 借 入 額

千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,693,651

株 式 会 社 足 利 銀 行 530,500

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 393,129

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 337,771

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 256,814

株 式 会 社 り そ な 銀 行 154,270

み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 83,546

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 25,000
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2. 会社の株式に関する事項（2020年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 8,000,000株

(2) 発行済株式の総数 3,441,703株（自己株式20,697株を除く。）

(3) 株主数 4,135名

(4) 大株主

株 主 名 持 株 数 持株比率

株 ％

株 式 会 社 Ｆ Ｕ Ｊ Ｉ 320,900 9.32

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 246,000 7.14

浜 井 産 業 取 引 先 持 株 会 155,200 4.50

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 132,300 3.84

Ｊ Ｆ Ｅ エ ン ジ ニ ア リ ン グ 株 式 会 社 122,000 3.54

武 藤 公 明 93,875 2.72

フ ァ ナ ッ ク 株 式 会 社 75,000 2.17

武 藤 公 志 46,985 1.36

越 智 通 武 29,900 0.86

浦 上 浩 23,400 0.67

(注) 1. 持株比率は自己株式（20,697株）を控除して算出しております。
2. 武藤公志氏は、2019年11月22日に逝去されましたが、名義書換未了のため、株主名簿上の

名義で記載しております。
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3. 会社役員に関する事項

(1) 役員の氏名等

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 武 藤 公 明 哈邁机械商貿（上海）有限公司 董事長

常 務 取 締 役 山 畑 喜 義 管理担当兼経理部長

常 務 取 締 役 徳 永 正 登 足利工場長

取 締 役 小野塚 隆 技術本部長

取 締 役 柏 瀬 高 志 営業本部長

取 締 役
(常勤監査等委員)

森 田 淳一郎

取 締 役
(監査等委員)

政 木 道 夫 弁護士

取 締 役
(監査等委員)

青 木 眞 德

(注) 1. 取締役森田淳一郎氏、取締役政木道夫氏及び取締役青木眞德氏は、社外取締役であります。
2. 当社は、監査等委員が経営における適法性、妥当性及び効率性について継続的・実効的な

検証ができるよう、内部統制システム監査及び主要事業所の往査等日常的な監査業務を行
うとともに、執行役員会等の業務執行に関する重要な社内会議に出席し、監査等委員会全
体としての高度な情報収集力や内部監査部門との円滑な連携を担保するため、森田淳一郎
氏を常勤の監査等委員として選定しております。

3. 取締役森田淳一郎氏、取締役政木道夫氏及び取締役青木眞德氏は株式会社東京証券取引所
が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社と各取締役（監査等委員）は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法

第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。
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(3) 役員の報酬等の額

区 分 支給人員 報酬等の額

取締役（監査等委員を除く） ５名 79,820千円

取締役（監査等委員）
(うち社外取締役）

３名
(３名)

16,510千円
(16,510千円)

合 計 ８名 96,330千円

(注) 上記のほか、第81回定時株主総会決議に基づく役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給額
の未払残高が、取締役３名に対して2,340千円（社外取締役に対するものはありません。）あり
ます。

(4) 役員の報酬等

役員報酬等の額の決定に関する方針

①役員報酬等の額の決定に関する方針の決定方法

任意の指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、取締役報酬等の決定方針につい

ては取締役会の決議により、監査等委員報酬等の決定方針については監査等委員

会の決議により決定しております。

②役員報酬等の額の決定に関する方針の内容

１）役員報酬等の基本的考え方

当社の役員報酬等については、企業業績と企業価値の継続的な向上に資す

ることを基本とし、企業理念及び企業の存立目的の実現を達成しうる優秀な

人材の確保・維持が可能となり、当社役員に求められる役割と責任に見合っ

た報酬水準ならびに報酬体系となるように制度設計をしております。

２）役員報酬等の内容

ⅰ）取締役報酬

基本報酬及び賞与で構成しており、基本報酬、賞与の総額は株主総会が

決定した報酬総額150百万円の限度内であります。

ⅱ）取締役（監査等委員）報酬

基本報酬のみで構成しており、基本報酬の総額は株主総会が決定した報

酬総額50百万円の限度内であります。

ⅲ）基本報酬

基本報酬の水準は外部専門機関の調査による他社水準を参考に、任意の

指名・報酬諮問委員会に諮問のうえ、答申を受け、その答申内容を踏まえ
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取締役会、監査等委員会にて決定しております。

ⅳ）賞与

賞与は、当社の連結業績に応じて、各取締役の役位、担当部門の業績を

勘案し、任意の指名・報酬諮問委員会に諮問のうえ、答申を受け、その答

申内容を踏まえ取締役会にて決定しております。

(5) 社外役員に関する事項

当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主な活動状況

社外取締役
(常勤監査等

委員)
森 田 淳一郎

当事業年度に開催された取締役会13回のうち、
13回に出席し、また、当事業年度に開催された
監査等委員会14回のうち、14回に出席している
他、その他の重要会議にも出席し、業務執行を
常にモニタリングすると同時に、監査上の観点
からの発言を行っております。

社外取締役
(監査等委員)

政 木 道 夫

当事業年度に開催された取締役会13回のうち、
12回に出席し、また、当事業年度に開催された
監査等委員会14回のうち、12回に出席している
他、法令を含む企業社会全体を踏まえた法令上
の観点・客観的視点から当社の経営上有用な指
摘、意見を述べております。

社外取締役
(監査等委員)

青 木 眞 德

当事業年度に開催された取締役会13回のうち、
13回に出席し、また、当事業年度に開催された
監査等委員会14回のうち、14回に出席し、経営
者としての経験・知見から、当社の経営にとっ
て有用な指摘、意見を述べております。

(注) 書面決議による取締役会の回数は除いております。
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(6) 指名・報酬諮問委員会の活動状況

指名・報酬諮問委員会は、新任取締役候補者・再任取締役候補者の選任につい

ての審議を１回、役員の報酬等に関する審議を１回開催し、その結果を取締役会

に答申しております。

(7) 取締役会の実効性評価

当社は、当社「コーポレートガバナンス・コード」補充原則４－11－３に定め

るとおり、毎年、各取締役の自己評価等の方法により、取締役会全体の実効性に

ついて分析・評価を行うこととしております。当事業年度においては、各取締役

へのアンケート調査を実施し、その結果を2020年３月末の取締役会にて報告、今

後の課題や経営戦略について議論を行いました。その結果、取締役会の運営につ

いては、資料の事前配布が適切に行われていることや議題に対する活発な意見の

表明等がなされ活発な議論が行われていることが、あらためて確認されました。

一方で中長期的な成長に向けた経営戦略の議論をより一層充実させていくことが

必要であるとの認識を共有することができました。当社は、本実効性評価を踏ま

えて、取締役会の実効性をより高めていくように努力してまいります。
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4. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

八重洲監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

報酬等の額

会計監査人としての報酬等の額 29,800千円

当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 29,800千円

(注) 1. 会計監査人の報酬等に監査等委員会が同意した理由は、監査等委員会は、会計監査
人の報酬等の前提である監査計画の方針・内容、見積りの算出根拠等を確認し、当
該内容について社内各部署から必要な報告を受け、検証した結果、当社の会計監査
を実施するうえで、妥当なものと判断したため、会計監査人の報酬等の額について
同意いたしました。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引
法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できま
せんので、上記金額にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１

項の賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合

には、監査等委員会は監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任いたしま

す。

この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株

主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

また、当社が定める「会計監査人の評価基準」に基づき評価した結果、再任が

否決された場合の他、会計監査人が会社法・公認会計士の法令に違反・抵触した

場合及び会計監査人の職務遂行の適正が確保されないと判断した場合には、監査

等委員会の決議により会計監査人の不再任を株主総会の会議の目的とすることと

いたします。
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5. 会社の体制及び方針

(1) 職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の

適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

当社の内部統制システムは、「内部統制システムの整備に関する基本方針」に基

づき、社長を委員長とする「内部統制委員会」が設置され、内部統制システムの

構築を統括・推進し、内部監査室が補佐・検証する体制としております。

この「内部統制システムの整備に関する基本方針」は、2006年５月に取締役会

の決議により制定以来、整備の進捗に合わせて内容の加除・改訂を行っておりま

す。

具体的には、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）及び「会

社法施行規則等の一部を改正する省令」（平成27年法務省令第６号）が2015年５月

１日より施行されたことに伴い、それ以前の2015年４月27日開催の当社取締役会

の決議により、法令の趣旨を踏まえて、当社グループの業務の現状に即した見直

しにより、実効性のあるものへと改訂しております。

また、2016年６月の監査等委員会設置会社への移行に伴い、2016年８月29日開

催の当社取締役会にて、体制移行に伴う必要な条文の修正も実施済みであります。

①取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、取締役・従業員を含めた行動規範として創業以来の経営理念を盛り込

んだ「基本方針」があり、これの遵守を徹底することが極めて重要であると考え

ております。

取締役に関しては、「取締役会規則」が定められており、取締役会を毎月１回開

催することを原則に、必要に応じ随時開催し、取締役間の意思疎通をはかるとと

もに、相互に業務執行を監督することにより、その適切な運営が確保されており

ます。

加えて、必要に応じ、外部の法律等の専門家を起用して法令・定款違反行為を

未然に防止する体制を構築しております。

また、当社は監査等委員会設置会社であり、取締役の職務執行については、「監

査等委員会規則」に則り監査等委員会の定める監査の方針及び分担にしたがい、

各監査等委員の監査対象になっております。

取締役が他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合には、直ちに監査等

委員会及び取締役会に報告し、その是正をはかる体制としております。

当社の「コンプライアンス基本規程」の遵守は当然ながら取締役も対象として
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おり、これらの報告行為を義務化しております。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報については、法令等の定めに基づき、適切かつ確

実に保存・管理することとし、10年間は閲覧可能な状態を維持しております。

また、重要な意思決定経緯及び報告に関して、文書の保存及び廃棄に関する

「文書管理規程」を制定し、実施しております。

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制

１）当社は、業務執行に係る主要なリスクとして、「製造拠点が単一である状況」

「製造物責任」「知的財産権の侵害」「情報システム管理」「経済状況の激変」「財務

制限条項抵触」等のリスクを認識しており、その把握と管理については、個々の

分掌担当部署にて責任を持って対応することとしております。

加えて、取締役会での集中的検討ならびに内部監査室による指摘・改善指導等

も推進しております。

また、日常の活動の中で対応できる課題については、当該部署の「業務計画」

の項目に挙げ、ＰＤＣＡサイクルをもってリスクの減少に努めております。

２）経営危機につながる不測の事態が発生した場合には、「緊急対応規程」に基づ

き、社長を本部長とする対策本部を設置し、全社を挙げて対応する体制となって

おります。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

１）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎と

して、取締役会を毎月１回開催することを原則に、必要に応じ随時開催するもの

とし、当社の経営方針及び経営戦略に係る重要事項については、「総合連絡会議」

等での検討を踏まえ、社長、主要役員ならびに担当役員による審議を経て、取締

役会にて執行決定を行っております。

２）取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織・分掌ならびに権限規

程」においてそれぞれの責任者及びその責任、執行手続きの詳細を定めておりま

す。

また、年度ごとの「経営計画」の策定により経営目標の明確化をはかり、さら

に各部の「業務計画」にブレークダウンして、ＰＤＣＡサイクルをもって、推進

しております。

⑤使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

１）コンプライアンス体制の基礎として、創業以来の経営理念をあらわした「基
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本方針」ならびに「コンプライアンス基本規程」を制定しております。

なお、必要に応じ、コンプライアンスの研修は、ビデオ等を使い繰り返し実施

しております。

２）内部監査部門として、執行部門から独立した「内部監査室」を設置しており、

コンプライアンス体制の整備・維持、ならびに評価を行うこととしております。

また、金融商品取引法及びその他の法令に基づき、財務報告の適正性を確保す

るために、必要かつ適切な内部統制システムを整備し、運用しております。

３）取締役は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重

要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員会に報告するとともに、遅滞な

く取締役会において報告するものとしております。

同様の運用を執行役員も執行役員会に対して行っております。

４）法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制と

して、外部の指定弁護士を情報受領者とする「内部通報規程」を制定しており、

その運用について漸次、定着をはかっていくものであります。

５）監査等委員会は、当社の法令遵守体制及び内部者通報システムの運用に問題

があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることがで

きるとしております。

⑥当社ならびにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確

保するための体制

１）グループ会社の経営管理については、「関係会社管理規程」に則り、親会社の

諸規程を準用すると同時に、各社固有の業務については、新たな規程を整備する

等適切に対応しており、コンプライアンスに関しても、親会社の管理体制と同様

の管理運用を実施中であります。

２）当社の監査等委員会は、連結経営の観点より、グループ全体の監査の実効性

を確保するため、内部監査室との連携をとりながら、適宜、グループ各社の監査

等委員会と情報及び意見の交換を行っております。

⑦監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役か

らの独立性に関する事項

当社は監査等委員会専属の使用人を配置しておらず、それに係る規程類も制定

しておりませんが、監査等委員会からの要請がある場合、すべての部署の担当者

が対応することとしております。

また、監査等委員会補助者が必要である場合には、直ちに専属の使用人を選任
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する予定であります。

その場合、監査等委員会補助者の評価は監査等委員会が行い、異動等について

は監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会にて決定することとします。

⑧取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会

への報告に関する体制

１）取締役及び使用人は、会社に重大な損害を与える事項が発生、または発生す

る恐れがあるとき、取締役及び使用人による違法または不法な行為を発見したと

き、その他重要な業務執行内容について、監査等委員会に遅滞なく報告すること

としております。

また、子会社の取締役、監査等委員、執行役、業務を執行する社員、会社法第

598条第１項の職務を行うべき者その他これらのものに相当する者及び使用人また

はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制も整備し

ております。

上記の報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けない

ことを、内部監査室及び監査等委員会で監視する体制としております。

さらに、監査等委員会は、いつでも必要に応じて、子会社も含めた取締役及び

使用人に対して、報告を求めることができるとしております。

２）事業部門を統括する取締役は、監査等委員会と協議のうえ、定期的または不

定期に、担当する部門のリスク管理体制について報告することとしております。

３）監査等委員は、社内におけるあらゆる会議に参加でき、また、社内回付のす

べての「協議書」「決裁書類等」を閲覧できるとしておりますので、主要なる業務

執行内容については、報告がなされる体制ができております。

⑨監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

１）取締役及び使用人の監査等委員会監査に対するさらなる理解を深め、監査等

委員会監査の環境を整備するよう努めることとします。

監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の

職務の執行について生ずる費用または債務の処理に関しては、監査等委員の要請

に応じて必要の都度、即時に対応することとしております。

２）代表取締役との定期的な意見交換会の開催、内部監査室及び会計監査人との

連携等により適切な意思疎通をはかり、効果的な監査業務を遂行することといた

します。

⑩反社会的勢力を排除するための体制

― 21 ―

2020年05月26日 14時09分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



１）当社は、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、

日頃から外部専門機関との連携・情報交換を密にし、万一、不当な要求に対して

は、組織として法的に毅然とした対応をすることを基本方針としております。

２）具体的体制としては、対応窓口を総務部、総務部長に集約し、代表取締役、

関係取締役、内部監査室等との社内連携体制を構築しております。

また、主として総務部により、外部専門機関（顧問弁護士、所轄警察署、特防

連等）との連携を密にし、情報の一元管理ならびに共有をしております。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社及び子会社のリスク管理体制は、内部監査室による四半期毎の「モニタリ

ング結果報告」及び期末の「内部統制・内部監査報告書」を確認し、当社グルー

プ内において期間中の法令違反、内部通報等のコンプライアンス及びリスク関連

事項がないことを確認しております。

(3) 会社の支配に関する基本方針

①基本方針の内容

上場会社である当社の株式は、株式市場を通じて多数の株主、投資家のみなさ

まによる自由な取引が認められており、当社の株式に対する大規模な買付等がな

された場合においても、一概に否定するものではなく、最終的には株主のみなさ

まの自由な意思により判断されるべきであると考えます。

しかしながら、このような大規模な買付行為や買付提案の中には、明らかに濫

用目的によるものや、株主のみなさまに株式の売却を事実上強要するおそれのあ

るもの、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵

害をもたらすもの、対象会社の取締役会や株主のみなさまが買付の条件等につい

て検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や

情報を提供しないものなど、不適切なものも少なくありません。

このような大規模な買付行為や買付提案を行う者は、当社の財務及び事業の方

針の決定を支配する者の在り方としては、経営の基本理念、企業価値のさまざま

な源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企

業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければなら

ないと考えております。

したがって、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切
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な大規模買付提案またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の

方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。

②基本方針の実現に資する取り組みの概要

１）企業価値・株主共同の利益の向上に向けた取り組み

当社は、創業来の歯車製造機械づくりで築いてきた精密加工技術を活かし、高

精度の加工機械を電子・電機関連業界を中心としたお客様へ、ニーズに即応して

提供していくことを基本方針としております。

具体的には、(ⅰ)ゆるぎない品質の精密機械で産業の発展に貢献する。(ⅱ)す

べての事業活動において、環境保全に積極的に取り組む。(ⅲ)法令の遵守を徹底

するとともに、ステークホルダーのより高い満足を得ていく。の３点を掲げ、中

長期的な発展・成長を実現するとともに、社会環境や安全性に十分配慮し、より

一層の企業価値向上を目指してまいりたいと考えております。

２）コーポレート・ガバナンス強化による企業価値・株主共同の利益の向上に向

けた取り組み

当社は、株主をはじめ顧客、取引先、地域社会、従業員すべてのステークホル

ダーから信頼されご支持いただける企業となるため、コーポレート・ガバナンス

の充実が経営の透明性、健全性の確保の観点から、極めて重要であると認識し、

経営上の重要課題として位置づけて、積極的に取り組んでおります。

その一環として、2016年６月29日開催の第90回定時株主総会において監査等委

員会設置会社へ移行いたしました。

現在、取締役会は、取締役総数８名のうち、３名が監査等委員である取締役

（全３名が独立社外取締役）という構成であり、意思決定の迅速化及び監査等委員

会による監査・経営監督機能の一層の強化がはかられ、取締役会全体の実効性が

より高まっております。

また、当社は、取締役及び執行役員等の経営幹部の選解任、報酬等の承認に係

る取締役会の機能の独立性・客観性及び説明責任を強化するため、社外取締役を

主要な構成員とする任意の指名・報酬諮問委員会を2018年11月に設置しておりま

す。当事業年度の指名・報酬諮問委員会は、新任取締役候補者・再任取締役候補

者の選任についての審議を１回、役員の報酬等に関する審議を１回開催し、その

結果を取締役会に答申しております。加えて、監査等委員会と内部監査室との連

携強化も、引き続き実施しております。

当社は、以上のような体制面の強化をはじめ、今後も、取締役会の監督機能を
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高めるべく必要な施策を適宜適切に実行していくため、毎年、アンケート調査に

よる自己評価等の方法により、取締役会全体の実効性について分析・評価も行っ

ております。今後も、コーポレートガバナンス・コードの遵守等を通じて、コー

ポレート・ガバナンスの一層の充実をはかり、それを経営に生かして中長期的な

企業価値向上に結実させてまいります。

③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支

配されることを防止する取り組みの概要

当社は基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決

定が支配されることを防止する取り組みとしての「当社株式の大規模買付行為に

関する対応策（買収防衛策）」（以下、「本プラン」といいます。）について、2017

年６月29日開催の当社第91回定時株主総会において、株主のみなさまのご承認を

得て継続しております。

本プランの対象となる当社の株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの

議決権割合を20％以上とすることを目的とする、またはそのような目的であると

合理的に疑われる当社株券等の買付行為、もしくは結果として特定株主グループ

の議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為をいい、係る買付行為を行

う者を「大規模買付者」といいます。

本プランにおける大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関して

は、次のとおり一定のルール（以下、「大規模買付ルール」といいます。）を設け

ており、大規模買付ルールによって、１）事前に大規模買付者が当社取締役会に

対して必要かつ十分な情報を提供し、２）必要情報の提供完了後、対価を現金の

みとする公開買付による当社全株式の買付の場合は最長60日間、またはその他の

大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価・検討等の取締役

会評価期間として設定し、取締役会評価期間、また、株主検討期間を設ける場合

には取締役会評価期間と株主検討期間が経過した後に大規模買付行為を開始する

というものです。

本プランにおいては、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、

原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。

ただし、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合、遵守しても

当該大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益を著しく損なうと判断する場合には、必要かつ相当な範囲

で新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律及び当社定款が認める検討可能
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な対抗措置をとることがあります。

このように対抗措置をとる場合、その判断の客観性及び合理性を担保するため

に、取締役会は対抗措置の発動に先立ち、当社の業務執行を行う経営陣から独立

している社外取締役（監査等委員であるものを含みます。）または社外有識者から

選任された委員で構成する独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮

問し、独立委員会は対抗措置の発動の是非について、取締役会評価期間内に勧告

を行うものとします。

当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会の勧

告を最大限尊重するものとします。

なお、本プランの有効期限は2020年６月に開催される当社第94回定時株主総会

の終結の時までとします。

継続後の本プランの詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイ

ト（http://www.hamai.com）に掲載しております。

④具体的取り組みに対する当社取締役の判断及びその理由

本プランは、大規模買付行為が行われる際に、株主のみなさまが判断し、ある

いは取締役会が代替案を提案するために必要十分な情報や時間を確保する等、当

社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し向上させるための取り組みであり、

基本方針に沿うものであります。

また、本プランは、１）買収防衛策に関する指針において定める三原則を充足

していること及び経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年６月30日に発

表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び東京証

券取引所が2015年６月１日に公表した「コーポレートガバナンス・コード」の

「原則１－５いわゆる買収防衛策」の内容も踏まえたものとなっていること、２）

当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されて

いること、３）株主総会での承認により発効しており、株主意思を反映するもの

であること、４）独立性の高い社外者のみから構成される独立委員会の判断を重

視するものであること、５）デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防

衛策でないこと等の理由から、基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共

同の利益を損なうものでなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とする

ものではないと考えております。
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(4) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、安定的な経営基盤の確保に努めるとともに、株主のみなさまへの利益

還元を経営の重要な課題と位置づけております。

配当につきましては、企業体質の強化及び今後の事業展開等を勘案したうえで、

「業績・収益状況に対応した配当の実施」を目指しております。

内部留保金につきましては、財務体質の強化及び将来にわたる安定した株主利

益の確保のため、事業の拡大、生産性向上のための投資及び厳しい経営環境に勝

ち残るための新技術、新製品開発のため等に、有効活用していきたいと考えてお

ります。

なお、自己株式の取得につきましては、当社の成長、発展のためのより良い資

本政策を検討し、時宜にかなった決定をしてまいります。

このような方針のもと、現状の財務状況を踏まえ、当事業年度の年間配当金に

つきましては、期末配当も含め、誠に遺憾ではありますが、見送りとさせていた

だくことになりました。

今後とも株主のみなさまのご支援に報いるための配当実施を常に念頭におき、

事業の進展に取り組んでまいります。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
(注) 本事業報告中における金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表

（2020年３月31日現在）
(千円未満切捨表示)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

千円 千円

流 動 資 産 5,290,384 流 動 負 債 5,198,345

現 金 及 び 預 金 1,035,601 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 1,788,745

受 取 手 形 及 び 売 掛 金 1,487,867 短 期 借 入 金 1,847,379

商 品 及 び 製 品 8,887 １年内返済予定の長期借入金 138,815

仕 掛 品 2,480,033 未 払 法 人 税 等 69,166

原 材 料 40,344 製 品 保 証 引 当 金 61,990

そ の 他 237,648 前 受 金 952,219

固 定 資 産 2,961,416 そ の 他 340,027

有 形 固 定 資 産 2,478,761 固 定 負 債 1,842,359

建 物 及 び 構 築 物 513,593 長 期 借 入 金 1,488,489

機 械 装 置 及 び 運 搬 具 483,190 繰 延 税 金 負 債 63,238

土 地 1,407,357 退 職 給 付 に 係 る 負 債 255,407

建 設 仮 勘 定 39,955 資 産 除 去 債 務 33,514

そ の 他 34,665 そ の 他 1,710

無 形 固 定 資 産 4,925 負 債 合 計 7,040,705

そ の 他 4,925 純 資 産 の 部

投 資 そ の 他 の 資 産 477,729 株 主 資 本 1,067,468

投 資 有 価 証 券 277,304 資 本 金 2,213,186

そ の 他 215,383 資 本 剰 余 金 165,635

貸 倒 引 当 金 △14,958 利 益 剰 余 金 △1,281,003

自 己 株 式 △30,350

その他の包括利益累計額 143,627

その他有価証券評価差額金 142,953

為 替 換 算 調 整 勘 定 673

純 資 産 合 計 1,211,095

資 産 合 計 8,251,800 負債及び純資産合計 8,251,800
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連 結 損 益 計 算 書

（2019年４月１日から
2020年３月31日まで）

(千円未満切捨表示)

科 目 金 額

千円 千円

売 上 高 5,595,819

売 上 原 価 4,396,860

売 上 総 利 益 1,198,959

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 782,556

営 業 利 益 416,402

営 業 外 収 益

受 取 利 息 447

受 取 配 当 金 8,120

保 険 解 約 返 戻 金 17,861

物 品 売 却 益 7,780

不 動 産 賃 貸 料 4,248

そ の 他 12,167 50,626

営 業 外 費 用

支 払 利 息 36,966

支 払 手 数 料 34,827

そ の 他 10,816 82,610

経 常 利 益 384,417

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 36,570

投 資 有 価 証 券 売 却 益 862 37,433

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 1,852

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 419,998

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 70,340

法 人 税 等 調 整 額 △323 70,016

当 期 純 利 益 349,981

非支配株主に帰属する当期純利益 ―

親会社株主に帰属する当期純利益 349,981
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連結株主資本等変動計算書

（2019年４月１日から
2020年３月31日まで）

(千円未満切捨表示)

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

千円 千円 千円 千円 千円

当 期 首 残 高 2,213,186 165,635 △1,630,984 △30,240 717,596

当 期 変 動 額

親会社株主に帰属
する当期純利益

― ― 349,981 ― 349,981

自己株式の取得 ― ― ― △110 △110

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

― ― ― ― ―

当 期 変 動 額 合 計 ― ― 349,981 △110 349,871

当 期 末 残 高 2,213,186 165,635 △1,281,003 △30,350 1,067,468

その他の包括利益累計額

純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

千円 千円 千円 千円

当 期 首 残 高 125,270 2,862 128,133 845,730

当 期 変 動 額

親会社株主に帰属
する当期純利益

― ― ― 349,981

自己株式の取得 ― ― ― △110

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

17,683 △2,188 15,494 15,494

当 期 変 動 額 合 計 17,683 △2,188 15,494 365,365

当 期 末 残 高 142,953 673 143,627 1,211,095
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連 結 注 記 表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数 ２社

主要な連結子会社の名称

哈邁机械商貿（上海）有限公司

ハマイエンジニアリング株式会社

２．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、哈邁机械商貿（上海）有限公司の決算日は12月31日であります。

連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた

重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

３．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理

し、売却原価は、移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

②デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

③たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

評価方法 製品、仕掛品 個別法

商品、原材料 主として先入先出法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

主として定率法によっております。

但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月

１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

なお、2007年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終

了した翌連結会計年度から５年間で均等償却する方法によっております。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。
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但し、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（２～５

年）に基づく定額法によっております。

③リース資産

１）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

２）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

④長期前払費用

定額法によっております。

(3) 重要な繰延資産の処理方法

①社債発行費

支出時に全額費用処理しております。

②株式交付費

支出時に全額費用処理しております。

(4) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

②製品保証引当金

製品の無償保証期間の修理費用の支出に備えるため、過去の売上高に対する支出割合に

基づき、計上しております。

(5) その他連結計算書類作成のための重要な事項

①退職給付に係る会計処理の方法

当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係

る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

②重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

なお、在外子会社の資産及び負債は、在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部におけ

る為替換算調整勘定に含めて計上しております。

③重要なヘッジ会計の方法

１）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は、特例処理を採用

しております。

また、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っ

ております。

２）ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段） （ヘッジ対象）

金利スワップ 借入金の利息
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為替予約 外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引

３）ヘッジ方針

外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行い、また、

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対

象の識別は個別契約毎に行っております。

４）ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象の相場変動また

はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー

変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして判定しております。

なお、金利スワップの特例処理の要件を満たしている場合は、その判定をもって有

効性の判定に代えております。

また、為替予約については、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一で

あり、継続して為替の変動による影響を相殺する効果が見込まれるため、ヘッジの有

効性の判定は省略しております。

④消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

表示方法の変更 に 関 す る 注 記

(連結貸借対照表関係)

「流動負債」の「前受金」の表示方法は、従来、連結貸借対照表上、「流動負債」の「その他」

（前連結会計年度385,039千円）に含めて表示しておりましたが、重要性が増したため、当連結会計

年度より、「流動負債」の「前受金」（当連結会計年度952,219千円）として表示しております。

連結貸借対照表 に 関 す る 注 記

１．担保に供している資産及びこれに対応する債務

(1) 担保に供している資産

建 物 及 び 構 築 物 504,953千円

機械装置及び運搬具 620千円

土 地 1,389,338千円

投 資 有 価 証 券 269,280千円

そ の 他 47,945千円

計 2,212,136千円

(2) 上記に対応する債務

短 期 借 入 金 1,449,083千円

１年内返済予定の長期借入金 115,471千円

長 期 借 入 金 1,005,606千円

計 2,570,161千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 3,542,657千円

３．受取手形割引高 286,521千円
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連結株主資本等変動計算書に関する注記

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 3,462,400 ― ― 3,462,400

２．自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 20,547 150 ― 20,697

(変動事由の概要）
増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 150株

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるも

の

該当事項はありません。

４．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。
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金 融 商 品 に 関 す る 注 記

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、現状、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達につ

いては主に銀行借入及び社債発行によっております。

デリバティブは、借入金の金利変動リスク及び為替の変動リスクを回避するために利用して

おり、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。

また、外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、一部、先物為替予約を

利用してヘッジしております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒

されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、１年以内の支払期日であります。

借入金及び社債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び

社債は設備投資及び長期運転資金の調達を目的としたものであります。

変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期のものの一部

は、支払金利の変動リスクを回避し、支払利息の固定化をはかるために、デリバティブ取引

（金利スワップ取引）を利用してヘッジしております。

デリバティブ取引は、外貨建営業債権に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的と

した先物為替予約と借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利

スワップ取引であります。

なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性評価の方

法等については、前述の「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

等」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」をご覧ください。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、経理規程にしたがい、営業債権について、取引相手ごとに期日及び残高を

管理するとともに、一定金額以上の営業債権については、信用状況を毎月把握する体制をとっ

ております。

デリバティブ取引の利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関

とのみ取引を行っております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社グループは、外貨建の営業債権について、一部、先物為替予約を利用してヘッジしてお

ります。

なお、為替相場の状況により、輸出に係る予定取引により確実に発生すると見込まれる外貨

建営業債権に対する先物為替予約を行っております。

また、当社グループは、一部の借入金に係る支払利息の変動リスクを抑制するために、金利

スワップ取引を利用しております。

投資有価証券（株式）については、定期的に時価を把握し、当社グループの有価証券の減損

処理ルールに則り判定し、減損等の兆候があった場合は、取締役会に報告しております。
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デリバティブ取引については、デリバティブ取引運用管理規程に則り取引を行い、定期的に

有効性判定を行ったうえで、その取引実績等につき四半期ごとに、取締役会に報告しておりま

す。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

営業債務、借入金及び社債は、流動性リスクに晒されていますが、月次で資金繰計画を作成

し、手元流動性を十分確保するなどの方法により管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額の他、市場価格がない場合には合理的に算定さ

れた価額が含まれております。

当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ

とにより、当該価額が変動することもあります。

また、「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等

については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(5) 信用リスクの集中

当連結会計年度の連結貸借対照表日現在における営業債権のうち特定の大口顧客に対するも

のはありません。

２．金融商品の時価等に関する事項

2020年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

であります。
(単位:千円)

連結貸借対照表
計上額

時価 差額

(1) 現金及び預金 1,035,601 1,035,601 ―

(2) 受取手形及び売掛金 1,487,867 1,487,867 ―

(3) 投資有価証券

その他有価証券 277,304 277,304 ―

資産計 2,800,774 2,800,774 ―

(1) 支払手形及び買掛金 1,788,745 1,788,745 ―

(2) 短期借入金 1,847,379 1,847,379 ―

(3) 長期借入金
(１年内返済予定の長期借入金を含む)

1,627,305 1,626,321 △983

負債計 5,263,430 5,262,446 △983

デリバティブ取引 ― ― ―
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（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産

(1) 現金及び預金

預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお

ります。

(2) 受取手形及び売掛金

これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。

(3) 投資有価証券

すべて株式であり、時価は、取引所の価格によっております。

負債

(1) 支払手形及び買掛金、並びに (2) 短期借入金

これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。

(3) 長期借入金

時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価

値により算定しております。

デリバティブ取引

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

該当事項はありません。

（注２）金銭債権の連結決算日後の償還予定額
（単位:千円）

１年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 1,035,601 ― ― ―

受取手形及び売掛金 1,487,867 ― ― ―

合計 2,523,469 ― ― ―

（注３）短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額
（単位:千円）

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

短期借入金 1,847,379 ― ― ― ― ―

長期借入金 138,815 189,438 1,299,051 ― ― ―

合計 1,986,195 189,438 1,299,051 ― ― ―
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賃 貸 等 不 動 産 に 関 す る 注 記

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

１株当たり情報 に 関 す る 注 記

１株当たり純資産額 351円89銭

１株当たり当期純利益 101円69銭

重要な後発事象 に 関 す る 注 記

(資本金の額の減少及び剰余金の処分）

当社は、2020年５月15日開催の取締役会において、2020年６月26日開催の第94回定時株主総会

に、資本金の額の減少及び剰余金の処分について付議することを決議いたしました。

１．資本金の額の減少及び剰余金の処分の目的

当社は、現在生じている繰越利益剰余金の欠損額を填補し財務体質の健全化をはかるととも

に、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保すること等を目的として、会社法第447条第１項

の規定に基づく資本金の額の減少及び会社法第452条の規定に基づく剰余金の処分を行うことと

いたしました。

２．資本金の額の減少の内容

①減少する資本金の額

資本金の額2,213,186,000円のうち2,113,186,000円減少して、100,000,000円といたします。

②資本金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを減少し、減少する資本金の額の全額をその

他資本剰余金に振り替えることといたします。

３．剰余金の処分の内容

上記の資本金の額の減少の効力発生を条件に、資本金より振り替えたその他資本剰余金の額の

うち、1,349,891,663円を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損の填補に充当いたしま

す。

①減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 1,349,891,663円

②増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,349,891,663円

４．日程

①取締役会決議日 2020年５月15日

②株主総会決議日 2020年６月26日

③債権者異議申述公告日 2020年６月29日（予定）

④債権者異議申述最終日 2020年７月30日（予定）

⑤効力発生日 2020年７月31日（予定）
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そ の 他 の 注 記

(財務制限条項に関する注記）

借入金のうち、短期借入金1,466,000千円、１年内返済予定の長期借入金95,584千円及び長期借

入金1,003,624千円のシンジケート・ローンについては財務制限条項がついており、当該条項は以

下のとおりであります。

１．2020年３月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の

金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の70％以上に維持す

ること。

２．2020年３月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の

金額を直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の70％以上に維持す

ること。

３．2020年３月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する２期について、各年度の決算

期における連結の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないようにするこ

と。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年３月決算期およびその直前の期の決算を

対象として行われる。

４．2020年３月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する２期について、各年度の決算

期における単体の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないようにするこ

と。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年３月決算期およびその直前の期の決算を

対象として行われる。

なお、当連結会計年度において上記財務制限条項には抵触しておりません。
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貸 借 対 照 表

（2020年３月31日現在） (千円未満切捨表示)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

千円 千円

流 動 資 産 5,214,168 流 動 負 債 5,194,723

現 金 及 び 預 金 980,998 支 払 手 形 1,510,433

受 取 手 形 156,603 買 掛 金 275,267

売 掛 金 1,316,998 短 期 借 入 金 1,847,379

商 品 及 び 製 品 6,235 １年内返済予定の長期借入金 138,815

仕 掛 品 2,480,033 未 払 金 58,828

原 材 料 40,344 未 払 費 用 125,540

前 払 費 用 18,033 未 払 法 人 税 等 69,166

そ の 他 214,920 前 受 金 952,219

固 定 資 産 3,009,747 預 り 金 5,570

有 形 固 定 資 産 2,476,527 製 品 保 証 引 当 金 61,990

建 物 509,017 そ の 他 149,509

構 築 物 4,575 固 定 負 債 1,828,486

機 械 及 び 装 置 481,064 長 期 借 入 金 1,488,489

車 両 運 搬 具 255 繰 延 税 金 負 債 63,458

工 具、 器 具 及 び 備 品 34,300 退 職 給 付 引 当 金 241,314

土 地 1,407,357 資 産 除 去 債 務 33,514

建 設 仮 勘 定 39,955 そ の 他 1,710

無 形 固 定 資 産 4,925 負 債 合 計 7,023,210

そ の 他 4,925 純 資 産 の 部

投 資 そ の 他 の 資 産 528,294 株 主 資 本 1,057,751

投 資 有 価 証 券 277,304 資 本 金 2,213,186

関 係 会 社 株 式 10,000 資 本 剰 余 金 163,000

関 係 会 社 出 資 金 40,564 資 本 準 備 金 163,000

そ の 他 215,383 利 益 剰 余 金 △1,288,083

貸 倒 引 当 金 △14,958 利 益 準 備 金 61,807

そ の 他 利 益 剰 余 金 △1,349,891

繰 越 利 益 剰 余 金 △1,349,891

自 己 株 式 △30,350

評 価 ・ 換 算 差 額 等 142,953

その他有価証券評価差額金 142,953

純 資 産 合 計 1,200,705

資 産 合 計 8,223,915 負債及び純資産合計 8,223,915
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損 益 計 算 書

（2019年４月１日から
2020年３月31日まで）

(千円未満切捨表示)

科 目 金 額

千円 千円

売 上 高 5,586,784

売 上 原 価 4,372,715

売 上 総 利 益 1,214,069

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 773,824

営 業 利 益 440,245

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 8,386

保 険 解 約 返 戻 金 17,861

物 品 売 却 益 7,780

不 動 産 賃 貸 料 4,248

そ の 他 11,872 50,148

営 業 外 費 用

支 払 利 息 36,966

支 払 手 数 料 34,827

そ の 他 12,102 83,897

経 常 利 益 406,496

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 36,570

投 資 有 価 証 券 売 却 益 862 37,433

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 1,852

税 引 前 当 期 純 利 益 442,077

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 70,317

法 人 税 等 調 整 額 △170 70,146

当 期 純 利 益 371,930
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株主資本等変動計算書

（2019年４月１日から
2020年３月31日まで）

(千円未満切捨表示)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本
準 備 金

資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準 備 金

そ の 他
利益剰余金 利 益

剰 余 金
合 計繰 越 利 益

剰 余 金

千円 千円 千円 千円 千円 千円

当 期 首 残 高 2,213,186 163,000 163,000 61,807 △1,721,821 △1,660,014

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 ― ― ― ― 371,930 371,930

自己株式の取得 ― ― ― ― ― ―

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

― ― ― ― ― ―

当 期 変 動 額 合 計 ― ― ― ― 371,930 371,930

当 期 末 残 高 2,213,186 163,000 163,000 61,807 △1,349,891 △1,288,083

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産
合 計自 己 株 式

株 主 資 本
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等
合 計

千円 千円 千円 千円 千円

当 期 首 残 高 △30,240 685,931 125,270 125,270 811,201

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 ― 371,930 ― ― 371,930

自己株式の取得 △110 △110 ― ― △110

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

― ― 17,683 17,683 17,683

当 期 変 動 額 合 計 △110 371,820 17,683 17,683 389,503

当 期 末 残 高 △30,350 1,057,751 142,953 142,953 1,200,705
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個 別 注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①子会社株式

移動平均法による原価法

②その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理

し、売却原価は、移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

評価方法 製品、仕掛品 個別法

商品、原材料 先入先出法

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。

但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月1

日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

なお、2007年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了

した翌事業年度から５年間で均等償却する方法によっております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

但し、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（２～５

年）に基づく定額法によっております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(4) 長期前払費用

定額法によっております。
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３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 製品保証引当金

製品の無償保証期間の修理費用の支出に備えるため、過去の売上高に対する支出割合に基

づき、計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、

計上しております。

なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額

を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 繰延資産の処理方法

①社債発行費

支出時に全額費用処理しております。

②株式交付費

支出時に全額費用処理しております。

(2) 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。

(3) ヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は、特例処理を採用して

おります。

また、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行ってお

ります。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段） （ヘッジ対象）

金利スワップ 借入金の利息

為替予約 外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引

③ヘッジ方針

外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行い、また、借入

金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別

は個別契約毎に行っております。

④ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象の相場変動またはキ

ャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累

計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして判定しております。

なお、金利スワップの特例処理の要件を満たしている場合は、その判定をもって有効性
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の判定に代えております。

また、為替予約については、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であ

り、継続して為替の変動による影響を相殺する効果が見込まれるため、ヘッジの有効性の

判定は省略しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

貸 借 対 照 表 に 関 す る 注 記

１．担保に供している資産及びこれに対応する債務

(1) 担保に供している資産

建 物 504,953千円

機 械 及 び 装 置 620千円

土 地 1,389,338千円

投 資 有 価 証 券 269,280千円

そ の 他 47,945千円

計 2,212,136千円

(2) 上記に対応する債務

短 期 借 入 金 1,449,083千円

１年内返済予定の長期借入金 115,471千円

長 期 借 入 金 1,005,606千円

計 2,570,161千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 3,536,678千円

３．受取手形割引高 286,521千円

４．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 1,829千円

短期金銭債務 4,528千円

損 益 計 算 書 に 関 す る 注 記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 18,659千円

販売費及び一般管理費 47,278千円
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株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 20,547 150 ― 20,697

(変動事由の概要）
増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 150株

税 効 果 会 計 に 関 す る 注 記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

たな卸評価損 183,603千円

未払賞与 21,668千円

製品保証引当金 18,876千円

退職給付引当金 73,480千円

減損損失 274,221千円

税務上の繰越欠損金 412,753千円

その他 31,957千円

繰延税金資産小計 1,016,561千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △412,753千円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △603,807千円

評価性引当額小計 △1,016,561千円

繰延税金資産合計 ―千円

(繰延税金負債)

資産除去債務に対応する除去費用 1,112千円

その他有価証券評価差額金 62,345千円

繰延税金負債合計 63,458千円

繰延税金負債純額 63,458千円

― 45 ―

2020年05月26日 14時09分 $FOLDER; 45ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



リースにより使用する固定資産に関する注記

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

当事業年度において新たな所有権移転外ファイナンス・リース取引は発生しておりませ

ん。

(2) リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

１年以内 1,936千円

１年超 1,775千円

合計 3,712千円

関連当事者との取引に関する注記

役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

種類
会社等の名称
または氏名

所在地

資本金
または
出資金
(千円)

事業の内容
または職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当
事者と
の関係

取引の
内容

取引金額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)

役員 武藤 公明 ― ―

当社代表取締役社長

哈邁机械商貿
(上海）有限公
司董事長

㈱ＫＭエンタプ
ライズ取締役

(被所有)
直接2.7
間接0.2

当社銀
行借入
に対す
る債務
被保証

当社銀
行借入
に対す
る債務
被保証

43,247 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
２．当社は、銀行借入に対して当社代表取締役社長武藤公明より債務保証を受けております。

なお、保証料の支払は行っておりません。

１株当たり情報 に 関 す る 注 記

１株当たり純資産額 348円87銭

１株当たり当期純利益 108円６銭
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重要な後発事象 に 関 す る 注 記

(資本金の額の減少及び剰余金の処分)

当社は、現在生じている繰越利益剰余金の欠損額を填補し財務体質の健全化をはかるとともに、

今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保すること等を目的として、2020年５月15日開催の取締役

会において、2020年６月26日開催の第94回定時株主総会に、資本金の額の減少及び剰余金の処分に

ついて付議することを決議いたしました。

詳細につきましては、連結注記表に記載の（重要な後発事象に関する注記）をご参照ください。

そ の 他 の 注 記

(財務制限条項に関する注記)

借入金のうち、短期借入金1,466,000千円、１年内返済予定の長期借入金95,584千円及び長期借

入金1,003,624千円のシンジケート・ローンについては財務制限条項がついており、当該条項は以

下のとおりであります。

１．2020年３月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の

金額を直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の70％以上に維持す

ること。

２．2020年３月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の

金額を直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の70％以上に維持す

ること。

３．2020年３月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する２期について、各年度の決算

期における連結の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないようにするこ

と。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年３月決算期およびその直前の期の決算を

対象として行われる。

４．2020年３月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する２期について、各年度の決算

期における単体の損益計算書に示される経常損益が２期連続して損失とならないようにするこ

と。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年３月決算期およびその直前の期の決算を

対象として行われる。

なお、当事業年度において上記財務制限条項には抵触しておりません。

― 47 ―

2020年05月26日 14時09分 $FOLDER; 47ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

2020年５月15日
浜井産業株式会社
取締役会 御中

八重洲監査法人
東京都千代田区

代表社員
業務執行社員

公認会計士 齋 藤 勉 ㊞

代表社員
業務執行社員

公認会計士 渡 邊 考 志 ㊞

業務執行社員 公認会計士 滝 澤 直 樹 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、浜井産業株式会社の2019年４月１日から

2020年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、浜井産業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期
間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計

算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する

ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及
び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か
つ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関
して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除
去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

2020年５月15日
浜井産業株式会社
取締役会 御中

八重洲監査法人
東京都千代田区

代表社員
業務執行社員

公認会計士 齋 藤 勉 ㊞

代表社員
業務執行社員

公認会計士 渡 邊 考 志 ㊞

業務執行社員 公認会計士 滝 澤 直 樹 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、浜井産業株式会社の2019年４月１

日から2020年３月31日までの第94期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につい
て監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載
されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内
容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除
去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。
以 上
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監査等委員会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第94期事業年度における取締役の職務の執行について監査
いたしました。その方法及び結果につき、以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議

に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況に関し定
期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と
連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説
明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子
会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告
を受けました。
②事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会
その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人か
らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適
正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主
資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事
業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は、相当である
と認めます。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったもの
であり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではな
いと認めます。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人八重洲監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人八重洲監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年５月19日

浜井産業株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 森 田 淳一郎 ㊞

監 査 等 委 員 政 木 道 夫 ㊞

監 査 等 委 員 青 木 眞 德 ㊞

(注) 監査等委員森田淳一郎、政木道夫及び青木眞德は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役で
あります。

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件

現在生じている繰越利益剰余金の欠損額を填補し財務体質の健全化をはかると

ともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保すること等を目的として、会

社法第447条第１項の規定に基づく資本金の額の減少及び会社法第452条の規定に

基づく剰余金の処分を行うものであります。

なお、本議案は発行済株式総数を変更することなく、資本金の額を減少するも

のです。株主のみなさまのご所有株式数に影響を与えるものではございません。

また、本議案は、いずれも当社「純資産の部」における項目間の振替処理に関す

るものであり、当社の純資産額及び発行済株式総数にも変更はございませんので、

１株当たりの純資産額に変更を生じるものではございません。

(1) 資本金の額の減少の内容

①減少する資本金の額

資本金の額2,213,186,000円のうち2,113,186,000円減少して、100,000,000円

といたします。

②資本金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを減少し、減少する資本金

の額の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

③資本金の額の減少が効力を生ずる日

2020年７月31日を予定しております。

(2) 剰余金の処分の内容

上記の資本金の額の減少の効力発生を条件に、資本金より振り替えたその他

資本剰余金の額のうち、1,349,891,663円を繰越利益剰余金に振り替えることに

より、欠損の填補に充当いたします。これにより、振替後の繰越利益剰余金の

額は０円となります。

①減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 1,349,891,663円

②増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,349,891,663円
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（５名）は、本総会終結の時を

もって任期満了となります。つきましては、取締役会においてより迅速かつ機動

的に意思決定が行えるよう取締役（監査等委員である取締役を除く。）を１名減員

し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名の選任をお願いするものであ

ります。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社の株式の数

1

む とう こう めい

武 藤 公 明

(1970年７月29日生)

2004年２月 株式会社ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱

ＵＦＪ銀行）入行

93,875株

2006年１月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現株式

会社三菱ＵＦＪ銀行）国際業務部調査

役

2006年４月 同行退社

2006年５月 当社入社内部監査室部長

2006年６月 当社取締役社長付部長

2009年６月 当社常務取締役営業・企画担当

2010年６月 当社専務取締役

2011年４月 当社代表取締役社長

2013年６月 当社代表取締役社長兼営業本部長

2014年６月 当社代表取締役社長

現在に至る

(重要な兼職の状況）

哈邁机械商貿（上海）有限公司董事長

2

やま はた き よし

山 畑 喜 義

(1955年11月16日生)

1978年４月 株式会社富士銀行入行

900株

2002年７月 株式会社みずほ銀行審査第二部審査役

2005年５月 当社経理部長

2005年６月 当社取締役経理部長

2006年５月 当社常務取締役経理部長

2007年３月 株式会社みずほ銀行退社

2012年４月 当社常務取締役管理担当兼経理部長

2013年６月 当社取締役管理担当兼経理部長

2015年６月 当社常務取締役管理担当兼経理部長

現在に至る
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社の株式の数

3

お のづか たかし

小野塚 隆

(1959年２月12日生)

1980年４月 当社入社

100株

2009年４月 当社技術部長

2013年６月 当社執行役員技術部長

2015年６月 当社上席執行役員技術部長

2016年７月 当社上席執行役員技術本部長

2018年６月 当社取締役技術本部長

現在に至る

4

かしわ せ たか し

柏 瀬 高 志

(1959年５月14日生)

1982年４月 当社入社

400株

2007年４月 当社東京営業部長

2013年６月 当社執行役員営業副本部長

2014年６月 当社上席執行役員営業本部長

2018年６月 当社取締役営業本部長

現在に至る

(注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 取締役の選任に関する監査等委員会の意見の概要は以下のとおりであります。

監査等委員である社外取締役全員が出席する指名・報酬諮問委員会において、各候補者の
資質や業務状況、取締役会の監督機能の実効性及び企業価値の向上等の観点から検討を行
いました。監査等委員会は、この指名・報酬諮問委員会での審議が適切になされており、
かつ、各候補者については、高い経営手腕を発揮し、当社の業績向上に大きく貢献してい
ることから、各候補者を取締役に選任することが適切と判断しました。
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第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了と

なります。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするもの

であります。

なお、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社の株式の数

1

もり た じゅんいちろう

森 田 淳一郎

(1955年６月25日生)

1979年４月 安田生命保険相互会社（現明治安田生

命保険相互会社）入社

0株

2010年４月 明治安田損害保険株式会社アンダーラ

イティング部長

2014年４月 同社取締役アンダーライティング部長

2016年６月 当社取締役（監査等委員）

現在に至る

2

まさ き みち お

政 木 道 夫

(1961年２月20日生)

1987年４月 司法修習生（41期）

0株

1989年４月 司法修習修了

東京地方検察庁検事

1990年４月 山形地方検察庁検事

1992年３月 新潟地方検察庁長岡支部検事

1994年４月 東京地方検察庁検事

1995年４月 横浜地方検察庁検事

1996年４月 東京地方裁判所裁判官

1999年４月 東京地方検察庁検事

2003年４月 名古屋地方検察庁検事

2003年７月 前橋地方検察庁高崎支部長

2004年３月 検察官退官

2004年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会）

シティユーワ法律事務所所属弁護士

2013年６月 当社取締役

2016年６月 当社取締役（監査等委員）

現在に至る
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社の株式の数

3

あお き まさ のり

青 木 眞 德

(1946年５月13日生)

1969年４月 東京芝浦電気株式会社（現株式会社東

芝）入社

0株

2001年４月 富士機械製造株式会社（現株式会社Ｆ

ＵＪＩ）入社

2002年６月 同社取締役執行役員

2004年６月 同社取締役常務執行役員

2009年６月 同社取締役専務執行役員

2010年６月 同社取締役副社長執行役員

2011年５月 株式会社アドテック富士代表取締役社

長

2015年６月 同社取締役会長

2015年６月 サンワテクノス株式会社取締役

2016年５月 株式会社アドテック富士会長

2018年６月 当社取締役（監査等委員）

現在に至る

(注) 1. 各監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 当社は森田淳一郎氏、政木道夫氏及び青木眞德氏との間で会社法第427条第１項の規定に基

づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責
任の限度額は、法令が規定する額としております。３氏の再任が承認された場合、当社は
３氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。

3. 森田淳一郎氏、政木道夫氏及び青木眞德氏は社外取締役候補者であります。
なお、当社は森田淳一郎氏、政木道夫氏及び青木眞德氏を東京証券取引所の定めに基づく
独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4. 森田淳一郎氏につきましては、保険業界での業務における豊富な経験と見識を当社の監査
に活かしていただくため、政木道夫氏につきましては、弁護士としての経験・識見が豊富
であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって当社の経営の
監視をするのに適任であること、青木眞德氏につきましては、富士機械製造株式会社（現
株式会社ＦＵＪＩ）の元取締役であり、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有
しており、企業全般の監視と有効な助言を期待できるため、それぞれ社外取締役として選
任をお願いするものであります。
なお、森田淳一郎氏及び青木眞德氏は上記の理由により、また、政木道夫氏は社外取締役
となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、
社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

5. 森田淳一郎氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって４年（うち監査等委員
である取締役就任期間は４年）となります。なお、政木道夫氏の当社社外取締役就任期間
は本総会終結の時をもって７年（うち監査等委員である取締役就任期間は４年）となりま
す。また、青木眞德氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって２年（うち監
査等委員である取締役就任期間は２年）となります。

6. 森田淳一郎氏、政木道夫氏及び青木眞德氏は当社または当社の子会社の業務執行者または
役員であったことはありません。

7. 森田淳一郎氏、政木道夫氏及び青木眞德氏は当社の親会社等ではなく、また、過去５年間
に当社の親会社等であったこともありません。
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8. 森田淳一郎氏、政木道夫氏及び青木眞德氏は当社の特定関係事業者の業務執行者または役
員ではなく、また、過去５年間に当社の特定関係事業者の業務執行者または役員であった
こともありません。

9. 森田淳一郎氏、政木道夫氏及び青木眞德氏は当社または当社の特定関係事業者から多額の
金銭その他の財産を受ける予定はなく、また、過去２年間に受けていたこともありません。

10. 森田淳一郎氏、政木道夫氏及び青木眞德氏は当社の親会社等、当社または当社の特定関係
事業者の業務執行者または役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものでは
ありません。

11. 森田淳一郎氏、政木道夫氏及び青木眞德氏は過去２年間に合併、吸収合併、新設分割もし
くは事業の譲受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前
に業務執行者であったことはありません。
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第４号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

当社は、当初2008年１月28日開催の当社取締役会において、「当社株式の大規模

買付行為に関する対応策（買収防衛策）」を導入し、直近では2017年６月29日開催

の当社第91回定時株主総会において株主のみなさまのご承認をいただき継続（以

下、「現プラン」といいます。）としておりますが、その有効期限は、本株主総会

終結の時までとなっております。当社では、継続の是非も含めその在り方につい

て検討した結果、2020年５月15日開催の当社取締役会において、本株主総会にお

ける株主のみなさまのご承認を条件に、本プランとして継続（以下、継続後の対

応策を「本プラン」といいます。）することを決定しましたのでお諮りするもので

あります。

本プランへの継続にあたり、一部語句の修正・整理等を行っておりますが、基

本的なスキームに変更はございません。

Ⅰ．承認の対象となる本プランの内容

１．本プランの目的

本プランは、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社

の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みとして

現プランを継続するものです。

当社取締役会は、当社株式に対して大規模な買付等が行われた場合に、株主の

みなさまが適切な判断をするために、必要な情報や時間を確保し、買付者等との

交渉等が一定の合理的なルールにしたがって行われることが、企業価値ひいては

株主共同の利益に合致すると考え、以下の内容の大規模買付時における情報提供

と検討時間の確保等に関する一定のルール（以下、「大規模買付ルール」といいま

す。）を設定し、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって大規

模な買付行為がなされた場合の対応方針を含めた買収防衛策として、本株主総会

における株主のみなさまのご承認を条件に、本プランとして継続することといた

しました。

２．本プランの対象となる当社株券等の買付

本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループ（注１）の議決

権割合（注２）を20％以上とすることを目的とする、またはそのような目的であ

ると合理的に疑われる当社株券等（注３）の買付行為、もしくは、結果として特
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定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為（いずれに

ついてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また、市場取引、公開

買付等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、係る買付行為を「大規模

買付行為」といい、係る買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。）とし

ます。

注１：特定株主グループとは、
(ⅰ) 当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます。）の保有者
（同法第27条の23第３項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。）及びその共
同保有者（同法第27条の23第５項に規定する共同保有者及び企業価値・株主共同の利益の確保の観
点から実質的に同項の共同保有者と同視し得ると合理的に判断できる当社の株券等の保有者をい
い、同条第６項に基づく共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。）または、
(ⅱ) 当社の株券等（同法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます。）の買付等（同法第27
条の２第１項に規定する買付等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。）
を行う者及びその特別関係者（同法第27条の２第７項に規定する特別関係者及び企業価値・株主共
同の利益の確保の観点から実質的に同項の特別関係者と同視し得ると合理的に判断できる者をいい
ます。以下同じとします。）を意味します。以下同じとします。
注２：議決権割合とは、
(ⅰ) 特定株主グループが、注１の(ⅰ)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合（金融商品取
引法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の
共同保有者の保有株券等の数（同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下同じとします。）
も加算するものとします。）または、
(ⅱ) 特定株主グループが、注１の(ⅱ)記載の場合は、当該大規模買付者及び当該特別関係者の株
券等保有割合（同法第27条の２第８項に規定する株券等所有割合をいいます。）の合計をいいます。
各議決権割合の算出にあたっては、総議決権の数（同法第27条の２第８項に規定するものをいい

ます。）及び発行済株式の総数（同法第27条の23第４項に規定するものをいいます。）は、有価証券
報告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することが
できるものとします。以下同じとします。
注３：株券等とは、
金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等または同法第27条の２第１項に規定する株券等
のいずれかに該当するものを意味します。以下同じとします。

３．独立委員会の設置

大規模買付ルールが遵守されたか否か、あるいは大規模買付ルールが遵守され

た場合でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著

しく損なうものであることを理由として対抗措置を講じるか否かについては、当

社取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用し、取締役会に

よって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性・合理性を担保

するため、現プランと同様に独立委員会規程（概要につきましては、別紙１をご

参照ください。）に基づき、独立委員会を設置いたします。独立委員会の委員は３
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名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行から独立し

ている社外取締役（監査等委員である取締役を含みます。）または社外有識者

（注）のいずれかに該当する者の中から選任します。本プランへの継続時に就任予

定の独立委員会委員候補の氏名・略歴は別紙２に記載のとおりです。

当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動

の是非について諮問し、独立委員会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

の向上の観点から大規模買付行為について慎重に評価・検討のうえで、当社取締

役会に対し対抗措置を発動することができる状態にあるか否かについての勧告を

行うものとします。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで

対抗措置の発動について決定することとします。独立委員会の勧告内容について

は、その概要を適宜公表することとします。

なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資する

ようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、必要に応

じて独立した第三者である外部専門家（ファイナンシャル・アドバイザー、公認

会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）等の助言を得ることができる

ものとします。

注：社外有識者とは、
経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主
たる研究対象とする学識経験者、またはこれらに準ずる者をいいます。

４．大規模買付ルールの概要

(1) 大規模買付者による意向表明書の当社への事前提出

大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、大規模買付行為また

は大規模買付行為の提案に先立ち、まず、大規模買付ルールにしたがう旨の法的

拘束力を有する誓約文言を含む以下の内容等を日本語で記載した意向表明書を、

当社の定める書式により当社取締役会に提出していただきます。

①大規模買付者の名称、住所

②設立準拠法

③代表者の氏名

④国内連絡先

⑤提案する大規模買付行為の概要

⑥本プランに定められた大規模買付ルールにしたがう旨の誓約
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当社取締役会が、大規模買付者から意向表明書を受領した場合は、速やかにそ

の旨及び必要に応じ、その内容について公表します。

(2) 大規模買付者からの必要情報の提供

当社取締役会は、上記(1)①～⑥までのすべてが記載された意向表明書を受領し

た日の翌日から起算して10営業日以内に、大規模買付者に対して大規模買付行為

に関する情報（以下、「必要情報」といいます。）について記載した書面（以下、

「必要情報リスト」といいます。）を交付し、大規模買付者には、必要情報リスト

の記載にしたがい、必要情報を日本語で記載した書面を当社取締役会に提出して

いただきます。

必要情報の一般的な項目は以下のとおりです。その具体的内容は、大規模買付

者の属性及び大規模買付行為の内容によって異なりますが、いずれの場合も株主

のみなさまの判断及び当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な範

囲に限定するものとします。

①大規模買付者及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及び組合員（ファン

ドの場合）その他の構成員を含みます。）の詳細（名称、事業内容、経歴または

沿革、資本構成、財務内容、当社及び当社グループ会社の事業と同種の事業に

ついての経験等に関する情報を含みます。）

②大規模買付行為の目的、方法及び内容（大規模買付行為の対価の価額・種類、

大規模買付行為の時期、関連する取引の仕組み、大規模買付行為の方法の適法

性、大規模買付行為及び関連する取引の実現可能性等を含みます。）

③大規模買付行為の当社株式に係る買付価格の算定根拠（算定の前提となる事実、

算定方法、算定に用いた数値情報及び大規模買付行為に係る一連の取引により

生じることが予想されるシナジーの内容を含みます。）

④大規模買付行為の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の

具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。）

⑤大規模買付行為の完了後に想定している当社及び当社グループ会社の役員候補

（当社及び当社グループ会社の事業と同種の事業についての経験等に関する情報

を含みます。）、当社及び当社グループ会社の経営方針、事業計画、財務計画、

資本政策、配当政策、資産活用策等

⑥大規模買付行為の完了後における当社及び当社グループ会社の顧客、取引先、

従業員等のステークホルダーと当社及び当社グループ会社との関係に関しての

変更の有無及びその内容
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当社取締役会は、大規模買付ルールの迅速な運用をはかる観点から、必要に応

じて、大規模買付者に対し情報提供の期限を設定することがあります。ただし、

大規模買付者から合理的な理由に基づく延長要請があった場合は、その期限を延

長することができるものとします。

なお、上記に基づき、当初提出された必要情報について当社取締役会が精査し

た結果、当該必要情報が大規模買付行為を評価・検討するための情報として必要

十分でないと考えられる場合には、当社取締役会は、大規模買付者に対して、適

宜合理的な期限を定めたうえで、必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求める

ことがあります。

当社取締役会は、大規模買付行為を評価・検討するために必要十分な必要情報

のすべてが大規模買付者から提出されたと判断した場合には、その旨の通知を大

規模買付者に発送するとともに、その旨を公表いたします。

また、当社取締役会が必要情報の追加的な提供を要請したにもかかわらず、大

規模買付者から当該情報の一部について提供が難しい旨の合理的な説明がある場

合には、当社取締役会が求める必要情報がすべて揃わなくても、大規模買付者と

の情報提供に係る交渉等を終了し、後記(3)の取締役会による評価・検討を開始す

る場合があります。

当社取締役会に提供された必要情報は、独立委員会に提出するとともに株主の

みなさまのご判断のために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適

切と判断する時点で、その全部または一部を公表いたします。

(3) 当社取締役会による必要情報の評価・検討等

当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当

社取締役会に対し必要情報の提供を完了した後、対価を現金（円貨）のみとする

公開買付による当社全株式の買付の場合は最長60日間またはその他の大規模買付

行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代

替案立案のための期間（以下、「取締役会評価期間」といいます。）として設定し

ます。取締役会評価期間中、当社取締役会は、独立委員会に諮問し、また、必要

に応じて独立した第三者である外部専門家（ファイナンシャル・アドバイザー、

公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）等の助言を受けつつ、提

供された必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重し

たうえで、当社取締役会として意見を慎重にとりまとめ、公表いたします。また、

必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交
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渉し、当社取締役会として株主のみなさまへ代替案を提示することもあります。

５．大規模買付行為が実施された場合の対応方針

(1) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、具体的な買付方

法の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利

益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律及び

当社定款が認める対抗措置を講じることにより大規模買付行為に対抗する場合が

あります。

なお、大規模買付ルールを遵守したか否かを判断するにあたっては、大規模買

付者側の事情をも合理的な範囲で十分勘案し、少なくとも必要情報の一部が提出

されないことのみをもって大規模買付ルールを遵守しないと認定することはしな

いものとします。

(2) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に

当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見

を表明したり、代替案を提示するなど、株主のみなさまを説得するに留め、原則

として当該大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。大規模買付者の買付

提案に応じるか否かは、株主のみなさまにおいて、当該買付提案及び当社が提示

する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断いただくこと

になります。

ただし、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付

行為が、例えば以下の①から⑨のいずれかに該当し、結果として当社に回復し難

い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう

と当社取締役会が判断する場合には、例外的に、当社取締役会は、当社の企業価

値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として必要かつ相当な範囲で、上記

(1)で述べた対抗措置の発動を決定することができるものとします。

①真に当社の経営に参画する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて

高値で当社の関係者に引き取らせる目的で当社株式の買収を行っていると判断

される場合（いわゆるグリーンメーラーである場合）

②当社の経営を一時的に支配して当社または当社グループ会社の事業経営に必要

な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を大規模買付者
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やそのグループ会社等に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行う目的で当

社株式の買収を行っていると判断される場合

③当社の経営を支配した後に、当社または当社グループ会社の資産を大規模買付

者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する予定で当社株

式の買収を行っていると判断される場合

④当社の経営を一時的に支配して当社または当社グループ会社の事業に当面関係

していない不動産、有価証券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益

をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇

の機会を狙って当社株式の高値売り抜けをする目的で当社株式の買収を行って

いると判断される場合

⑤大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収

（最初の買付で当社株式の全部の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件

を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付等による株式の買付を行

うことをいいます。）など、株主のみなさまのご判断の機会または自由を制約

し、事実上、株主のみなさまに当社株式の売却を強要するおそれがあると判断

される場合

⑥大規模買付者の提案する当社株式の買付条件（買付対価の種類及び金額、当該

金額の算定根拠、その他の条件の具体的内容、違法性の有無、実現可能性等を

含むがこれに限りません。）が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に照らし

て著しく不十分または不適切であると判断される場合

⑦大規模買付者による買付後の当社の経営方針等が不十分または不適当であるた

め、当社または当社グループ会社の事業の成長性・安定性が阻害され、当社の

企業価値ひいては株主共同の利益に重大な支障をきたすおそれがあると判断さ

れる場合

⑧大規模買付者による当社の支配権獲得により、当社はもとより、当社グループ

会社の持続的な企業価値増大の実現のため必要不可欠な、顧客、取引先、従業

員、地域関係者その他の利害関係者との関係を破壊する等によって、当社の企

業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合

⑨大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切である

と判断される場合

(3) 取締役会の決議及び株主総会の開催

当社取締役会は、上記(1)または(2)において対抗措置の発動の是非について判
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断を行う場合は独立委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の必要性、相当性等

を十分検討したうえで対抗措置発動または不発動等に関する会社法上の機関とし

ての決議を行うものとします。

具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で当社取締役会が最も

適切と判断したものを選択することとします。当社取締役会が具体的対抗措置の

一つとして、例えば新株予約権の無償割当を行う場合の概要は原則として別紙３

に記載のとおりですが、実際に新株予約権の無償割当を行う場合には、議決権割

合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条件と

するなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間及びその他の行使条件を設

けることがあります。また、当社取締役会は、独立委員会が対抗措置の発動につ

いて勧告を行い、発動の決議について株主総会の開催を要請する場合には、株主

のみなさまに本プランによる対抗措置を発動することの可否を十分にご検討いた

だくための期間（以下、「株主検討期間」といいます。）として最長60日間の期間

を設定し、当該株主検討期間中に当社株主総会を開催することがあります。

当社取締役会において、株主総会の開催及び基準日の決定を決議した場合は、

取締役会評価期間はその日をもって終了し、ただちに、株主検討期間へ移行する

こととします。

当該株主総会の開催に際しては、当社取締役会は、大規模買付者が提供した必

要情報、必要情報に対する当社取締役会の意見、当社取締役会の代替案、独立委

員会からの勧告の概要、その他当社取締役会が適切と判断する事項を記載した書

面を、株主のみなさまに対し、株主総会招集通知とともに送付し、適時・適切に

その旨を開示いたします。

株主総会において対抗措置の発動または不発動について決議された場合、当社

取締役会は、当該株主総会の決議にしたがうものとします。したがって、当該株

主総会が対抗措置を発動することを否決する決議をした場合には、当社取締役会

は対抗措置を発動いたしません。当該株主総会終結の時をもって株主検討期間は

終了することとし、当該株主総会の結果は、決議後適時・適切に開示いたします。
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(4) 大規模買付行為待機期間

株主検討期間を設けない場合は、上記Ⅰ．４．(1)「大規模買付者による意向表

明書の当社への事前提出」に記載の意向表明書が当社取締役会に提出された日か

ら取締役会評価期間終了までを、また、株主検討期間を設ける場合には意向表明

書が当社取締役会に提出された日から株主検討期間終了までを、それぞれ大規模

買付行為待機期間とします。そして大規模買付行為待機期間においては、大規模

買付行為は実施できないものとします。

したがって、大規模買付行為は、大規模買付行為待機期間の経過後にのみ開始

できるものとします。

(5) 対抗措置発動の停止等について

上記(3)において、当社取締役会または株主総会において、具体的な対抗措置を

講じることを決議した後、当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更

を行った場合など、対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合

には、独立委員会の意見または勧告を十分に尊重したうえで、対抗措置の発動の

停止等を行うことがあります。

例えば、対抗措置として新株予約権の無償割当を行う場合、当社取締役会にお

いて、無償割当が決議され、または無償割当が行われた後においても、大規模買

付者が大規模買付行為の撤回または変更を行うなど対抗措置の発動が適切でない

と当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の勧告を受けたうえで、新株予

約権の効力発生日の前日までの間は、新株予約権無償割当の中止、または新株予

約権無償割当後においては、行使期間開始日の前日までの間は、当社による当該

新株予約権の無償取得（当社が新株予約権を無償で取得することにより、株主の

みなさまの新株予約権は消滅します。）の方法により対抗措置の発動の停止を行う

ことができるものとします。

このような対抗措置の発動の停止等を行う場合は、法令及び当社が上場する金

融商品取引所の上場規則等にしたがい、当該決定について適時・適切に開示いた

します。

６．本プランの適用開始、有効期限、継続及び廃止

本プランは、本株主総会での決議をもって同日より発効することとし、有効期

限は2023年６月30日までに開催予定の当社第97回定時株主総会終結の時までとし

ます。
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ただし、本プランは、本株主総会において継続が承認され発効した後であって

も、①当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②当

社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で

廃止されるものとします。

また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、企業価値ひいては

株主共同の利益の向上の観点から随時見直しを行い、株主総会の承認を得て本プ

ランの変更を行うことがあります。このように、当社取締役会において本プラン

について継続、変更、廃止等の決定を行った場合には、その内容を速やかに公表

いたします。

なお、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する

法令、当社が上場する金融商品取引所規則等の新設または改廃が行われ、係る新

設または改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修

正を行うのが適切である場合等、株主のみなさまに不利益を与えない場合には、

必要に応じて独立委員会の賛同を得たうえで、本プランを修正または変更する場

合があります。

Ⅱ．補足説明

本プランの内容は、上記Ⅰ．に記載のとおりですが、１．本プランによる株主

のみなさまに与える影響等、ならびに２．本プランの合理性について、はそれぞ

れ以下のとおりです。

１．本プランによる株主のみなさまに与える影響等

(1) 大規模買付ルールが株主のみなさまに与える影響等

大規模買付ルールは、株主のみなさまが大規模買付行為に応じるか否かをご判

断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を

提供し、株主のみなさまが代替案の提示を受ける機会を確保することを目的とし

ています。これにより株主のみなさまは、十分な情報及び提案のもとで、大規模

買付行為に応じるか否かについて適切なご判断をすることが可能となり、そのこ

とが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保につながるものと考えます。

したがって、大規模買付ルールの設定は、株主のみなさまが適切な判断を行うう

えでの前提となるものであり、株主のみなさまの利益に資するものであると考え

ております。

なお、上記Ⅰ．５．において述べたとおり、大規模買付者が大規模買付ルール
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を遵守するか否か等により大規模買付行為に対する当社の対応方針が異なります

ので、株主のみなさまにおかれましては、大規模買付者の動向にご注意ください。

(2) 対抗措置発動時に株主のみなさまに与える影響

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合または大規模買付ルー

ルが遵守されている場合であっても、大規模買付行為が当社に回復し難い損害を

もたらすなど当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断され

る場合には、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守るこ

とを目的として、新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律及び当社定款に

より認められている対抗措置を講じることがありますが、当該対抗措置の仕組み

上、株主のみなさま（大規模買付ルールを遵守しない大規模買付者及び会社に回

復し難い損害をもたらすなど当社株主全体の利益を損なうと認められるような大

規模買付行為を行う大規模買付者を除きます。）が法的権利または経済的側面にお

いて格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。

当社取締役会が具体的対抗措置を講じることを決定した場合には、法令及び当

社が上場する金融商品取引所規則等にしたがって適時・適切に開示を行います。

対抗措置の一つとして、例えば新株予約権の無償割当を実施する場合には、株

主のみなさまは引受けの申込みを要することなく新株予約権の割当を受け、また、

当社が新株予約権の取得の手続きをとることにより、新株予約権の行使価額相当

の金銭を払い込むことなく当社による新株予約権の取得の対価として当社株式を

受領することになるため、申込みや払込み等の手続きは必要となりません。ただ

し、この場合当社は、新株予約権の割当を受ける株主のみなさまに対し、別途ご

自身が大規模買付者等でないこと等を誓約する当社所定の書式による書面のご提

出を求めることがあり、当該書面をご提出いただけない株主のみなさま（当社が

係る誓約書の提出を求めた場合に限ります。）に関しましては、他の株主のみなさ

まが当該新株予約権の無償割当を受け、当該新株予約権と引き換えに当社株式を

受領することに比して、結果的にその法的権利または経済的側面において不利益

が発生する可能性があります。

なお、独立委員会の勧告を受けて、当社取締役会の決定により当社が当該新株

予約権の発行の中止または発行した新株予約権の無償取得を行う場合には、当該

新株予約権の無償割当を受けるべき株主が確定した後（権利落ち日以降）に当社

株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売却等を行った株主または投資家

のみなさまは、株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。
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２．本プランの合理性について（本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、

当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の

維持を目的とするものではないことについて）

当社では、本プランの設計に際して、以下の諸点を考慮することにより、本プ

ランが基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致するもの

であり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものとはならないと考えてお

ります。

(1) 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が2005年５月27日に発表した「企業価値・

株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三

原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原

則、必要性・相当性確保の原則）を充足しています。

また、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年６月30日に発表した報

告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び東京証券取引所

が2015年６月１日に公表した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則１－

５いわゆる買収防衛策」の内容も踏まえたものとなっております。

(2) 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されていること

本プランは、上記Ⅰ．１．「本プランの目的」に記載のとおり、当社株式に対す

る大規模買付行為がなされた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株

主のみなさまが判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な

情報や時間を確保し、または株主のみなさまのために買付者等と交渉を行うこと

等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、

向上させるという目的をもって継続されるものです。

(3) 株主意思を反映するものであること

本プランは、本株主総会における株主のみなさまのご承認を条件としており、

本株主総会において本プランに関する株主のみなさまの意思を問う予定であり、

株主のみなさまのご意向が反映されることとなっております。

また、本プラン継続後、有効期間の満了前であっても、当社株主総会において

本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止さ

れることになり、株主のみなさまのご意向が反映されます。
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(4) 独立性の高い社外者の判断の重視

本プランにおける対抗措置の発動は、上記Ⅰ．５．「大規模買付行為が実施され

た場合の対応方針」に記載のとおり、当社の業務執行を行う経営陣から独立して

いる委員で構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するも

のとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するよう、本プラ

ンの透明な運用を担保するための手続きも確保されております。

(5) デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

上記Ⅰ．６.「本プランの適用開始、有効期限、継続及び廃止」に記載したとお

り、本プランは、当社株主総会において選任された取締役で構成される取締役会

によって廃止することが可能です。したがって、本プランは、デッドハンド型買

収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない

買収防衛策）ではありません。

また、当社は取締役（監査等委員である取締役を除きます。）の任期を１年と定

めており、監査等委員である取締役についても期差任期制を採用していないため、

本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交代を一度に行うこ

とができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもあり

ません。

なお、取締役解任決議要件につきましても、特別決議を要件とするような決議

要件の加重をしておりません。

以 上
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（別紙１）

独立委員会規程の概要

・ 独立委員会は当社取締役会の決議により設置する。

・ 独立委員会の委員は３名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、

当社の業務執行から独立している社外取締役（監査等委員である取締役を含

む。）または社外有識者のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会が選任

する。ただし、社外有識者とは、経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に

精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象とする学識経験

者、またはこれらに準ずる者を対象として選任するものとする。

・ 独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否かの判断、

大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと認めら

れるか否かの判断、対抗措置の発動不発動の判断、一旦発動した対抗措置の停

止の判断など、当社取締役会から諮問のある事項について、原則としてその決

定の内容を、その理由及び根拠を付して当社取締役会に対して勧告する。なお、

独立委員会の各委員は、こうした決定にあたっては、当社の企業価値ひいては

株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うこととする。

・ 独立委員会は、当社の費用で、必要に応じて独立した第三者である外部専門

家（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタント

その他の専門家）等の助言を得ることができるものとする。

・ 独立委員会の決議は、出席した委員の過半数をもってこれを行う。

以 上
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（別紙２）

独立委員会の委員略歴

本プラン継続後の独立委員会の委員は、引き続き以下の３名を予定しております。

大 水 孝 幸（おおみず たかゆき）

略 歴 1949年４月生まれ

1968年４月 札幌国税局採用

1969年５月 鶴見税務署所得税課

1981年７月 東京国税局査察部

2008年７月 板橋税務署特別国税調査官

2009年７月 板橋税務署退職

2009年８月 大水孝幸税理士事務所所長

現在に至る

森 田 淳一郎（もりた じゅんいちろう）

略 歴 1955年６月生まれ

1979年４月 安田生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社）入社

2010年４月 明治安田損害保険株式会社アンダーライティング部長

2014年４月 同社取締役アンダーライティング部長

2016年６月 当社取締役（監査等委員）就任

現在に至る

青 木 眞 德（あおき まさのり）

略 歴 1946年５月生まれ

1969年４月 東京芝浦電気株式会社（現 株式会社東芝）入社

2001年４月 富士機械製造株式会社（現 株式会社ＦＵＪＩ）入社

2002年６月 同社取締役執行役員

2004年６月 同社取締役常務執行役員

2009年６月 同社取締役専務執行役員

2010年６月 同社取締役副社長執行役員

2011年５月 株式会社アドテック富士代表取締役社長
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2015年６月 同社取締役会長

2015年６月 サンワテクノス株式会社取締役

2016年５月 株式会社アドテック富士会長

2018年６月 当社取締役（監査等委員）就任

現在に至る

上記、各独立委員と当社の間には特別の利害関係はありません。

なお、社外取締役 森田 淳一郎氏、青木 眞德氏は、当社が上場する金融商品取

引所に対し、独立役員として届け出ております。

以 上
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（別紙３）

新株予約権無償割当の概要

１．新株予約権無償割当の対象となる株主及びその割当方法

当社取締役会で定める割当期日における最終の株主名簿に記録された株主に

対し、その所有する当社普通株式（ただし、当社の所有する当社普通株式を除

く。）１株につき１個の割合で新たに払込みをさせないで新株予約権を割当て

る。

２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当

たりの目的となる株式の数は１株とする。ただし、当社が株式分割または株式

併合を行う場合は、所要の調整を行うものとする。

３．株主に割当てる新株予約権の総数

当社取締役会が定める割当期日における当社発行可能株式総数から当社普通

株式の発行済株式総数（ただし、当社の所有する当社普通株式を除く。）を減じ

た数を上限とする。当社取締役会は、複数回にわたり新株予約権の割当を行う

ことがある。

４．各新株予約権の行使に際して出資される財産及びその価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は１円以

上で当社取締役会が定める額とする。なお、当社取締役会が新株予約権を取得

することを決定した場合には、行使価額相当の金額を払い込むことなく、当社

による新株予約権の取得の対価として、株主に新株を交付することがある。

５．新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の

承認を要する。

６．新株予約権の行使条件

大規模買付者等を含む特定株主グループに属する者（ただし、あらかじめ当
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社取締役会が同意した者を除く。）は、新株予約権を行使できないものとする。

なお、詳細については、当社取締役会が別途定めるものとする。

７．新株予約権の行使期間等

新株予約権の割当がその効力を生ずる日、行使期間、取得条項その他必要な

事項については、当社取締役会が別途定めるものとする。なお、取得条項につ

いては、上記６.の行使条件のため新株予約権の行使が認められない者以外の者

が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権１個につき当社取締役会が別

途定める株数の当社普通株式を交付することができる旨や当社が新株予約権に

当社株式を交付することなく無償にて新株予約権を取得する旨の条項を定める

ことがある。

以 上
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大規模買付開始時のフロー本プランの概要

大規模買付者

大規模買付ルールを遵守しない場合
本プランに定めるルールを遵守しない
大規模買付行為の開始

大規模買付ルールを遵守した場合

大規模買付ルール

意向表明書の提出大規模買付者から 意向表明書が提出されない

必要情報が提出されない

必要情報の一部が提出できな
い合理的な説明がある場合

評価期間満了前の買付

独立委員会
諮問
勧告

取締役会諮問
勧告

発動の判断

取締役会による発動の判断

対抗措置の発動対抗措置不発動
↓

株主のみなさまのご判断

原
則
不
発
動
の
判
断

株主総会による株主判断

否決 可決

株主総会を開催する場合

株主検討期間 最長
60日

・買収提案の評価、検討
・代替案の立案
・大規模買付者との交渉

取締役会評価期間
最長60日または最長90日

必要情報の提出大規模買付者から

必要情報リストの提出取締役会から

（意向表明書受領日の翌日から10営業日以内）

企業価値ひいて
は株主共同の利
益を著しく毀損
する場合

＜参考資料＞

(注) 本図は、本プランのご理解に資することを目的として、代表的な手続きの流れを図式化したも
のであり、必ずしもすべての手続きを示したものではございません。詳細につきましては、本
文をご覧ください。

以 上
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〈メ モ 欄〉
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〈メ モ 欄〉
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至目黒
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至日比谷
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前
駅

東
急
池
上
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大
崎
広
小
路
駅

至
大
崎

桜
田
通
り

至中原街道
第二京浜

T O C

至荏原ランプ至武蔵小山

城
南
信
金

大崎局
ブックオフ
(書店)

五反田大橋

首
都
高
速
2
号
目
黒
線

目黒川

マツダ（自動車）

山手通り

氷川神社

株主総会会場
（2階会議室）

至目黒ランプ

定時株主総会会場ご案内図

会場 東京都品川区西五反田五丁目５番15号

当社本店２階会議室

電話 (03)3491-0131（代表）

● 五反田駅＜JR山手線・都営浅草線＞より徒歩にて約10分です。
● 大崎広小路駅＜東急池上線＞より徒歩にて約７分です。
● 不動前駅＜東急目黒線＞より徒歩にて約５分です。
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